
 
 

１

千葉市ワンルームマンション建築指導要綱の一部を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

第１条～第９条 （略） 

 

（事前周知及び事前説明） 

第１０条 建築主は、第４条に規定する標識を設置した

後、直ちに近隣居住者に対して建築計画の周知を行い、

周知した内容について事前周知報告書（様式第７号）を

建築計画書とともに、提出するものとする。 

 

 

 

 

２ 建築主は、建築予定地の近隣居住者及びワンルームマ

ンションの敷地の町内自治会からワンルームマンション

の建築及び管理について説明を求められたときは、速や

かに応じ、その内容について事前説明報告書（様式第８

号）を提出するものとする。 

 

第１１条～第２０条 （略） 

 

 

様式第１号～様式第６号 （略） 

 

様式第７号 

第１条～第９条 （略） 

 

（事前説明） 

第１０条 建築主は、第４条に規定する標識を設置した

後、直ちに近隣居住者に対して建築計画の説明を行い、

説明した内容について事前説明報告書（様式第８号）を

建築計画書とともに、提出するものとする。また、建築

予定地の町内自治会及び近隣居住者から、別途、ワンル

ームマンションの建築及び管理について説明を求められ

たときは、速やかに応じ、その内容について事前説明報

告書（様式第８号）を提出するものとする。 

第１０条第２項 削除 

 

 

 

 

 

第１１条～第２０条 （略） 

 

 

様式第１号～様式第６号 （略） 

 

様式第７号 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

２

様式第８号 

 

様式第９号～様式第１２号 （略） 

 

 

様式第８号 

 

様式第９号～様式第１２号 （略） 

 

 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和５年７月１日前に近隣居住者に対して建築計画の周知がなされているワンルームマンションについては、

なお従前の例による。 


